
泫
3
Ｒ
と
は
？

R
e
d
u
c
e（
リ
デ
ュ
ー
ス
）

　 

↓
物
を
大
切
に
使
お
う
。

　
　 

ご
み
を
減
ら
そ
う
。

R
e
u
s
e（
リ
ユ
ー
ス
）

　 

↓
繰
り
返
し
使
お
う
。

R
e
c
y
c
l
e（
リ
サ
イ
ク
ル
）

　 

↓
再
び
資
源
と
し
て
利
用
し
よ
う
。

◆
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
課
　
生
活
環
境
交
通
担
当

　（
エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
協
議
会
事
務
局
）

　
〒
５
２
９－

１
６
９
８

　
日
野
町
河
原
一
丁
目
１
番
地

　
☎
０
７
４
８－

５
２－

６
５
７
８

　
FAX
０
７
４
８－

５
２－

２
０
０
３

　M
ail  jum

in@
tow

n.shiga-hino.lg.jp

　
ご
み
の
減
量
、
環
境
美
化
意
識
を
高
め
、

３
Ｒ
の
推
進
を
呼
び
か
け
る
た
め
、
町
で

は
、
令
和
３
年
度
版
の
「
資
源
・
ご
み
収

集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
掲
載
す
る
標
語
を
募

集
し
ま
す
。

◎
応
募
期
間

　
　
11
月
2
日（
月
）か
ら

　
　
11
月
30
日（
月
）ま
で

◎
応
募
資
格

　
　
町
内
在
住
ま
た
は
、
町
内
に
通
勤
・

通
学
さ
れ
て
い
る
方

◎
標
語
の
内
容

　
　
ご
み
減
量
、
環
境
美
化
、
3
Ｒ
の
推

進
を
呼
び
か
け
る
も
の

◎
選
考
等

　
　
標
語
の
選
考
は
、
日
野
町
エ
コ
ラ
イ

フ
推
進
協
議
会
で
行
い
、
優
秀
作
品
に

は
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。

◎
応
募
方
法

　
　
標
語
は
、お
お
む
ね
20
字
以
内
と
し
て
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

を
記
入
の
上
、F
A
X
、メ
ー
ル
、は
が
き
、

ま
た
は
封
書
で
住
民
課
生
活
環
境
交
通

担
当
ま
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募

は
ひ
と
り
2
作
品
ま
で
と
し
ま
す
。

県
下
一
斉
清
掃
運
動
に
つ
い
て

　
広
く
住
民
参
加
の
県
下
一
斉
清
掃
運

動
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
今
年
度
は
中
止
と
し

ま
す
。

　
な
お
、
日
野
町
エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
協

議
会
で
は
、
清
掃
活
動
の
規
模
を
縮
小

し
、
当
協
議
会
構
成
団
体
の
参
加
人
数

の
制
限
を
し
た
上
で
、
11
月
29
日
（
日
）

日
野
町
役
場
周
辺
で
清
掃
活
動
を
行
い

ま
す
。

ご
み
減
量
を
考
え
る
標
語
募
集

ご
み
減
量
を
考
え
る
標
語
募
集

　男
性
と
女
性
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
社
会
に
参
画
す
る「
男
女
共
同
参
画
社
会
」

の
実
現
に
向
け
た
取
組
と
し
て
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

　性
別
に
関
わ
ら
ず
個
性
や
能
力
を
活
か
せ
て
い
る
と
感
じ
る
出
来
事
や
実
際
に
は
上
手

く
い
か
な
い
経
験
な
ど
、
ふ
だ
ん
の
生
活
の
中
で
「
あ
る
あ
る
」
と
感
じ
た
こ
と
を
川
柳

（
五
・
七
・
五
の
定
型
詩
）
に
し
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　
町
内
在
住
ま
た
は
、
町
内
に
通
勤
、
通

学
さ
れ
て
い
る
方

①
応
募
用
紙
を
郵
送
、F
A
X
ま
た
は
持
参

②
メ
ー
ル
で
応
募

③
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
応
募

【
必
要
事
項
】

・
応
募
作
品

・
応
募
者
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号

・
応
募
区
分

①
一
般
の
部

②
子
育
て
世
帯
の
部

　
※
15
歳
未
満
の
子
ど
も
を
持
つ
子
育
て
世
帯

③
小
・
中
学
生
の
部

【
昨
年
度（
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
コ
ン
ク
ー
ル
）

最
優
秀
作
品
】

・
夫
婦
立
ち  
〝
あ
・
う
ん
〞
の
呼
吸
で

　
皿
洗
い

・
家
族
は
ね  
協
力
し
あ
う  

え
い
え
ん
に

応
募
資
格

応
募
方
法

﹁
男
女
共
同
参
画 

”あ
る
あ
る
“﹂

川
柳
コ
ン
ク
ー
ル

　
入
賞
者
に
は
、
賞
状
と
副
賞
を
贈

呈
し
ま
す
。

・
入
賞
作
品
は
、
広
報
ひ
の
お
よ
び

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し

ま
す
。

・
作
品
に
つ
い
て
は
、
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

企
画
振
興
課
　
企
画
人
権
担
当

〒
5
2
9－

1
6
9
8

日
野
町
河
原
一
丁
目
１
番
地

☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
5
2

FAX
0
7
4
8－

5
2－

2
0
4
3

M
ail  kikaku@

tow
n.shiga-hino.

　
　  lg.jp

応
募
締
切

賞
　
　
品

応
募
規
定

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

11
月
30
日
（
月
）

ＱＲコードは
こちらから↓

泫
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令
和
2
年
度
　
第
3
回
町
営
住
宅
入

居
者
募
集
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
募
集
期
間
　
　

　
11
月
2
日
（
月
）
か
ら

　
11
月
27
日
（
金
）
ま
で

●
募
集
団
地

・
西
山
団
地
（
豊
田
2
0
5
番
地
2
3
）

　
昭
和
59
年
築
（
P
C
造
2
階
建
）

　
3
D
K
　
1
戸

※
募
集
団
地
の
最
新
情
報
は
、町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

●
入
居
資
格

　
持
家
が
な
く
次
の
①
〜
⑥
の
す
べ
て

が
該
当
す
る
方

①
日
野
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
地
が

あ
る
（
概
ね
3
か
月
以
上
）

②
税
金
・
公
共
料
金
・
保
育
料
等
に
滞
納

が
な
い（
完
納
証
明
書
が
必
要
で
す
）

③
現
在
同
居
親
族
が
あ
る
、
ま
た
は
同

居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
約
者
を

含
む
）
が
あ
る
（
老
年
者
、
身
体
障

害
者
等
の
方
は
単
身
で
あ
っ
て
も
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

④
暴
力
団
員
で
な
い

⑤
1
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら
れ

た
基
準
以
下
で
あ
る

⑥
現
に
住
宅
に
困
窮
さ
れ
て
い
る
方

（
次
の
⑴
〜
⑹
等
に
該
当
す
る
方
）

　
⑴
非
住
家
屋
、
保
安
上
危
険
ま
た
は

衛
生
上
有
害
な
不
良
住
宅
に
居
住
し
て

い
る
。⑵
正
当
な
理
由
に
よ
る
立
退
き

要
求
を
受
け
て
い
る
。⑶
居
住
の
状
況

に
問
題
が
あ
る
。⑷
結
婚
し
た
い
（
し

た
）
が
住
宅
が
な
い
。⑸
居
住
費
が
過

大
（
家
賃
等
が
収
入
月
額
の
25
％
以
上
）

で
あ
る
。⑹
遠
距
離
通
勤
（
片
道
90
分

以
上
）
で
あ
る
。

※
入
居
資
格
に
該
当
し
て
も
必
ず
入
居

で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。 

●
月
額
家
賃

　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸
条

件
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

●
今
後
の
募
集
予
定
　

　
第
4
回

　
令
和
3
年
2
月
1
日
（
月
）
か
ら

　
　
　
　
　
2
月
26
日
（
金
）
ま
で

　
な
お
、
空
き
部
屋
が
な
い
場
合
は
当

該
期
間
内
で
の
募
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

■
児
童
虐
待
と
は
？

　
本
来
、
子
ど
も
を
守
る
べ
き
保
護
者

（
親
や
親
に
代
わ
る
養
育
者
）
が
子
ど

も
の
身
体
や
心
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
法
律
で
は
「
身
体
的
」「
心
理

的
」「
性
的
」「
ネ
グ
レ
ク
ト
（
家
に
閉

じ
込
め
た
り
食
事
を
与
え
な
い
な
ど
の

養
育
放
棄
）」
の
４
つ
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
し
つ
け
と
体
罰
は
ど
う
違
う
？

　
2
0
2
0
年
4
月
か
ら
子
ど
も
へ
の

体
罰
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
つ
け
と
は
、
子
ど
も
の
人
格
や
才

能
等
を
伸
ば
し
、
自
律
し
た
生
活
を
送

れ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
体
罰
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
を
言
葉
や
見
本
で
示
す
な
ど
、

本
人
が
理
解
で
き
る
方
法
で
伝
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
体
罰
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
子
ど
も

の
心
身
の
成
長
・
発
達
に
さ
ま
ざ
ま
な

悪
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で
気
軽
に
相
談
を
！

　「
あ
の
子
も
し
か
し
た
ら
虐
待
を
受
け
て
い

る
か
も
…
」「
子
育
て
が
つ
ら
く
て
つ
い
子
ど

も
に
あ
た
っ
て
し
ま
う
」「
近
く
に
子
育
て
に

悩
ん
で
い
る
人
が
い
る
」
な
ど
、
児
童
虐
待
を

見
た
り
、
聞
い
た
り
、
当
事
者
に
な
っ
て
し
ま

い
そ
う
な
時
は
、
一
人
で
悩
ま
な
い
で
、
次
の

子
ど
も
相
談
窓
口
へ
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

◆
問
い
合
わ
せ
先

　建
設
計
画
課
　都
市
計
画
担
当
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
6
7

子
ど
も
の
笑
顔
が
い
ち
ば
ん
！

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

 

（
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）で
す

　子
ど
も
は
乳
幼
児
期
に
十
分
な
愛
情
を
注
が
れ
愛
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
で
、
他
者

へ
の
信
頼
感
が
育
ち
ま
す
。

【
町
へ
の
相
談
先
】

・
子
ど
も
支
援
課

　
　
　
　
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
8
3

・
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
4

・
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
6
4

※
お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り

　
ま
す

虐
待
か
も
…

と
思
っ
た
ら

（
24
時
間
3
6
5
日
）

1 

8 

9

い
ち

は
や

く

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
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